
 

 

養老川漁業協同組合 内共第１号第５種共同漁業権遊漁規則 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、養老川漁業協同組合（以下「組合」という。）の有する内共第１号第５種

共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁場」という。）の区域において、組合員以外の者のする

当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、ふな、おいかわ、うぐい、うなぎ及び

わかさぎをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関して必要

な事項を定めるものとする。 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認

を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁

対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書（別記様式第１

号）を提出又はオンラインシステムによりしなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による遊漁の場合には第１２

条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、

組合員若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動物の

採捕に著しい支障があると認められる場合又は第１２条に規定する場合を除き、第１項の承認

をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第７条第１項の遊漁料を同条第２項の方法により組合に納付しなければ

ならない。 

 

 （漁具・漁法の制限） 

第３条 漁場の区域内においては、手釣、竿釣、たも網、さ手網、四手網及び投網以外の漁具・

漁法によって遊漁してはならない。 

２ 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなけ

ればならない。 

漁具・漁法 規 模 

四手網 網目の大きさ１．６㎝以上 

３ あゆを対象とする竿釣は、友釣り、どぶ釣り及びルアー釣りに限る。なお、ルアー釣りに  

使用する釣り針の本数については、イカリ針の場合は１本まで、チラシ針の場合は３本までと

する。 



 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄

に掲げる期間内で行わなければならない。 

ア 魚 種 イ 漁具・漁法 ウ 期 間 

あゆ 手釣、竿釣、たも網、さ

手網、四手網 

６月１日から６月３０日までの間で組合が定め

て公表する日から９月３０日まで及び１２月１

日から１２月３１日まで 

投網 ７月１日から８月１０日までの間で組合が定め

て公表する日から９月３０日まで及び１２月１

日から１２月３１日まで 

こい、ふな、おい

かわ、うぐい、う

なぎ 

手釣、竿釣、たも網、さ

手網、四手網、投網 

１月１日から１２月３１日まで 

わかさぎ 手釣、竿釣、たも網、さ

手網、四手網、投網 

１０月１日から１０月３０日までの間で組合が

定めて公表する日から３月３１日まで 

２ 前項の公表は、組合及び組合が委託する高滝湖観光企業組合に掲示するほか、組合のウェブ

サイトにて公表するものとする。 

 

（禁止区域） 

第５条 前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に

掲げる期間中は、遊漁をしてはならない。 

区域 期間 

女房渕（市原市飯給） 

立野下の瀞（市原市山口字立野下） 

二瀬上流（市原市平沢） 

般若橋上流（市原市田尾） 

五反目乱杭（市原市上原） 

高坂下（市原市高坂） 

相川淵（市原市相川） 

足ケ谷淵（市原市大坪字足ケ谷） 

修業橋から上流（夷隅郡大多喜町会所及び粟又） 

桧川（夷隅郡大多喜町粟又） 

不動橋から上流の小田代川（夷隅郡大多喜町面白及び小田代） 

小倉野部落町道の橋から上流の夕木川（夷隅郡大多喜町大田代及び筒森） 

４月１０日から 

５月３１日まで 



 

２ 投網禁止区域  

次の表の左欄の区域内においては、右欄の期間中は、投網をしてはならない。 

区域 期間 

小山橋から砂防ダムまで（市原市徳氏及び田淵旧日竹） 

老川橋上下流各６００ｍ（夷隅郡大多喜町小田代） 

国本稲淵から大久保鉄橋下まで（市原市国本） 

旅館喜代元下から中瀬キャンプ場２つ目の渡まで（市原市戸面か

ら夷隅郡大多喜町葛藤） 

１月１日から９月２５日まで 

１０月１日から１２月３１日まで 

３ あゆを対象とするルアー釣りは日竹橋（砂防ダム）より上流域において禁止する。 

４ 漁業権対象魚種の繁殖保護のために組合が造成し、標識をもって表示した産卵場の区域にお

いては、当該表示期間中は遊漁をしてはならない。 

 

（全長の制限） 

第６条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはなら

ない。 

魚 種 全 長 

こい 

うなぎ 

１８ｃｍ 

２３ｃｍ 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第１号の場合において、遊漁者が組合の認

めた組合員以外の特別の者及び未就学の幼児、小中学校の生徒、肢体不自由者のときは無料と

し、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、３００円を加算した額とする。 

 一 手釣・竿釣による遊漁の場合（一般遊漁料） 

魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料 

（消費税込） 

こい、ふな、おいかわ、うぐい、うなぎ、わか

さぎ 

手釣・竿釣 １日 ６６０円 

１年 ４，４００円 

あゆ 手釣・竿釣 １日 ２，２００円 

１年 ７，７００円 

二 その他の場合（特別遊漁料） 

魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料 

（消費税込） 

あゆ、こい、ふな、おいかわ、う

ぐい、うなぎ、わかさぎ 

たも網、さ手網、四手網、

投網 

１年 １１，０００円 



 

２ 遊漁料は、次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければ

ならない。ただし、手釣・竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視

員に納付することもできる。 

（１）養老川漁業協同組合（市原市国本６４－１） 

（２）組合指定販売店 

 

（遊漁承認証に関する事項） 

第８条 組合は第２条第１項の承認をしたときは、別記様式第２号による遊漁承認証（オンライ

ンシステムにより発行されるものを含む。）を遊漁者に交付するものとする。 

２ 遊漁承認証の交付は、前条第２項に規定する場所、組合が指定するオンラインシステム又は

漁場監視員において行うものとする。 

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

 

（県内共通遊漁の承認等に関する事項） 

第９条 この漁場の区域及びア表に掲げる全ての漁場の区域において、イ表左欄の魚種を同表中

欄の漁具・漁法を使用して遊漁しようとする者は、第２条、第７条及び前条の規定にかかわら

ず、あらかじめ、イ表右欄の１年当たりの遊漁料を納付し、当該遊漁について千葉県内水面漁

業協同組合連合会（以下「漁連」という。）の承認を受けなければならない。 

ア表 

漁場の区域（漁業権番号） 

養老川（内共第１号）、小櫃川（内共第２号）、湊川（内共第３号）、夷隅川（内共第４号）、 

南白亀川（内共第５号）、栗山川（内共第６号）、手賀沼（内共第７号）、印旛沼（内共第８号）、

利根川（内共第１１号） 

イ表 

魚 種 漁具・漁法 遊漁料（１年）（消費税込） 

あゆ及びにじますを除く漁業権対象魚

種 

手釣・竿釣 ６，０００円 

２ 前項の遊漁料の納付及び遊漁承認証の交付は、次の場所又は漁連が指定するオンラインシス

テムにおいて行うものとする。 

（１）千葉県内水面漁業協同組合連合会（千葉市中央区新宿２－３－８ 水産会館５階） 

（２）養老川漁業協同組合（市原市国本６４－１） 

（３）小櫃川漁業協同組合（君津市川俣旧押込６０－１） 

（４）湊川漁業協同組合（富津市長崎３１３－１） 

（５）夷隅川漁業協同組合（夷隅郡大多喜町新丁１６７－１） 

（６）南白亀川漁業協同組合（長生郡白子町剃金２４６６） 



 

（７）栗山川漁業協同組合（香取郡多古町多古１０３７－４） 

（８）手賀沼漁業協同組合（柏市曙橋１） 

（９）我孫子手賀沼漁業協同組合（我孫子市我孫子新田１０１） 

（１０）印旛沼漁業協同組合（成田市北須賀上外埜１６２２－２） 

（１１）北総漁業協同組合（香取市阿玉川８７２－１） 

（１２）笹川漁業協同組合（香取郡東庄町笹川い５２１４－６） 

（１３）中利根漁業協同組合（銚子市桜井町７６－１） 

（１４）千葉県内水面漁業協同組合連合会指定販売店 

３ 前項の遊漁承認証の様式は、別記様式第３号のとおりとする。 

 

（遊漁に際し守るべき事項） 

第１０条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる

行為をしてはならない。 

４ 遊漁者は、組合が漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）に基づく報告等のために行う採捕量の

調査等に協力するものとする。 

 

（漁場監視員） 

第１１条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができ

る。 

２ 漁場監視員は、別記様式第４号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であること

を表示する腕章をつけるものとする。 

 

（違反者に対する措置） 

第１２条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその

者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わ

ないものとする。 

 

（試験研究等を目的とする採捕） 

第１３条 試験研究等を目的とする採捕であって組合が必要と認めた場合は、遊漁料の納付を免

除し、この規則の制限又は禁止に関する規定を適用しないことができる。 

 

 



 

（附則） 

 １ この規則は令和５年９月１日から施行する。ただし、第３条第３項及び第５条第３項の 

規定は、令和６年６月１日から施行することとし、それまでの期間はあゆを対象としたル

アー釣りは全区域において禁止する。 

 ２ この規則施行前に内共第１号第５種共同漁業権遊漁規則に基づき交付された遊漁承認証

は、その承認期間中は有効なものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号 遊漁承認申請書 

 

別記様式第２号 遊漁承認証 

          表                    裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３号 県内共通遊漁承認証 

No     

遊漁承認証 

下記のとおり遊漁を承認します。 

記 

遊 

漁 

者 

(住所) 

(氏名)     (年令) 

 承認期間 （        ） 

 魚種   （        ） 

 漁具・漁法（        ） 

 遊漁区域 （        ） 

 遊漁料  （        ） 

  

発行者 

  養老川漁業協同組合   印 

注意事項 

１ この証は、漁業法第１７０条の規定に

よって当組合が定めた内共第１号第５種共

同漁業権遊漁規則に基づき発行するもので

す。 

２ この証は、表記承認期間、魚種、遊漁区

域等に有効です。 

３ この証は、遊漁の際は、必ず携帯してく

ださい。 

４ この証は、表記遊漁者以外は使用でき

ません。 

５ この証は、漁場監視員の要求があった

ときは掲示しなければなりません。 

６ 遊漁に際しては、遊漁規則をお守りく

ださい。 

７ 発行者の捺印のないものは無効です。 

遊漁承認申請書 

 

養老川漁業協同組合代表理事組合長 様 

 

（住所）          

   （氏名）          

（年令）          

下記のとおり遊漁の承認を申請します。 

記 

魚種      （               ） 

漁具・漁法   （               ） 

遊漁区域    （               ） 

遊漁期間    （               ） 



 

          表                    裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第４号 漁場監視員証 

          表                    裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No     

遊漁承認証 

下記のとおり遊漁を承認します。 

記 

遊 

漁 

者 

(住所) 

(氏名)     (年令) 

 承認期間 （        ） 

 魚種   （        ） 

 漁具・漁法（        ） 

 遊漁区域 （        ） 

 遊漁料  （        ） 

  

発行者 

千葉県内水面漁業協同組合連合会 印 

注意事項 

１ この証は、漁業法第１７０条の規定に

よるものであり、当連合会が関係する漁業

協同組合の委任を受けて発行するもので

す。 

２ この証は、表記承認期間、魚種、遊漁区

域等に有効です。 

３ この証は、遊漁の際は、必ず携帯してく

ださい。 

４ この証は、表記遊漁者以外は使用でき

ません。 

５ この証は、漁場監視員の要求があった

ときは掲示しなければなりません。 

６ 遊漁に際しては、遊漁規則をお守りく

ださい。 

７ 指定販売店等取扱者印のないものは無

効です。 

８ この証の再発行はいたしません。 

  

取扱者 印 

No     

漁場監視員証 

下記の者は、当組合の漁場監視員である

ことを証明します。 

(氏名)        (年令) 

有効期間（           ） 

 

発行者 

  養老川漁業協同組合   印 

注意事項 

１ 漁場監視員は、当組合が認可を受けた

内共第１号に係る遊漁規則の励行に関して

必要な指示を行うことができる。 

２ 漁場監視員は、この証を携帯し、かつ、

漁場監視員であることを表示する腕章をつ

けるものとする。 


